
「保育士養成課程等検討会」開催要綱 

１．目的 

令和５年４月に施行されたこども基本法や同年 12 月に閣議決定された「こども

大綱」、「はじめの 100か月の育ちビジョン」において、乳幼児期のこどもの一人一

人の権利や尊厳を守ること、乳幼児期は、こどもの生涯にわたるウェルビーイング

（身体的・精神的・社会的に幸せな状態）の基礎を培い、人生の確かなスタートを

切るために最も重要であることが示された。 

また、令和６年 12月に公表された「保育政策の新たな方向性」において、待機児

童対策を中心とした「保育の量の拡大」から、「質の向上」へと大きく方向性を転換

すること、全国どこでも質の高い保育が受けられ、地域で一人一人のこどもの育ち

と子育てが応援・支援されるような社会を実現していく方向性が示された。 

これらの背景を踏まえつつ、保育を取り巻く環境の変化や保育士養成等に関する

課題の整理、それらを踏まえた見直し等について専門的に検討を行うため、成育局

長主催による「保育士養成課程等検討会」を開催することとする。 

なお、本検討会における検討は、「保育所、認定こども園における保育の内容の基

準等の在り方について（諮問）」（令和７年４月 25日諮問第３号）に基づき、こども

家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会に置かれた保育専門委員会及び幼稚園

教諭に関する養成課程等について調査審議を行う中央教育審議会初等中等教育分

科会教員養成部会に置かれた幼児教育作業部会と緊密に連携しつつ、進めることと

する。 

２．構成 

（１）検討会の構成員は別紙のとおりとする。

（２）検討会に座長を置く。

（３）座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。 

３．主な検討事項 

（１）保育士養成課程等の見直しに関する事項

（２）保育士養成制度の課題に関する事項

（３）指定保育士養成施設の養成課程と保育士試験（地域限定試験を含む）の試験

問題との整合性に関する事項 

（４）保育士等の研修に関する事項

４．その他 

（１）保育士養成課程等検討会の庶務は、成育局成育基盤企画課が行う。

（２）検討会は、原則公開とする。ただし、検討会を公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が不当

に侵害されるおそれがある場合、自由闊達な意見交換に支障があると判断さ

れる場合など、必要があると座長が認めた場合は、検討会を非公開とするこ

とができる。検討会を非公開にする場合でも、開催予定とともに非公開であ

る旨及びその理由を公開する。 

参考資料５ 
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（別紙） 

保育士養成課程等検討会 構成員名簿 

有村 大士  日本社会事業大学教授 

大豆生田 啓友  玉川大学教授 

小櫃 智子 東京家政大学教授 

柿沼 平太郎  学校法人柿沼学園理事長 

川越 信一郎 福岡県福祉労働部子育て支援課長 

北野 久美  全国保育士会会長 

小玉 重夫 白梅学園大学学長、教授 

卜田 真一郎 大阪常磐会大学短期大学部教授、短期大学部長 

高辻 千恵 大妻女子大学准教授 

村崎 文彦 徳島文理大学・短期大学部教授 

村瀬 瑠美 神戸大学大学院人間発達環境学研究科助教 

（令和７年 12月１日現在 五十音順 敬称略） 
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主な論点（案） 

（１）保育士養成課程等の見直しに関する事項

〇： 社会情勢の変化や、保育所保育指針等の改訂の議論を踏まえ、保育士養成課程にお

いて修得すべき内容についてどのように考えるか。（観点例 少子化・核家族化・

地方の過疎化、今後の保育士に必要となる専門的知識・技術）。 

〇 保育士の質の確保・向上に向けて、養成課程について改善すべき点はあるか。 

（観点例 必修・選択科目の内容・単位数、実習の実施時期や期間・内容面にお

ける質の確保・現場の負担軽減、他の福祉系国家資格との単位互換・履修免除、

DX や ICT の進展、養成課程とキャリアアップ研修等との棲み分け） 

〇 幼稚園教諭免許状等の教職課程の見直しの議論も踏まえ、保育士養成課程におい

てどのような見直しが必要か。（観点例 修得内容（科目）の一層の整合性） 

（２）保育士養成制度の課題に関する事項

〇 保育士の質向上と量的確保の両立をどのように目指すか。 

〇 養成校（４年制大学、短期大学、専門学校等）、保育士試験、それぞれの持つ強

みはどのようなものか。 

〇 養成校への進学者や保育所等への就職者が増加するよう、保育士養成課程を修了

することが誇りとなったり、保育士の魅力を向上させたりするためには、どのよ

うな方策が考えられるか。（観点例 養成校、自治体、保育士・保育所支援セン

ター等の連携、児童養護施設等社会福祉分野での活躍）

（３）指定保育士養成施設の養成課程と保育士試験（地域限定保育士試験を含む）の試験

問題との整合性に関する事項

（４）保育士等の研修に関する事項

〇 保育士等向けの各種研修をどのように体系的に整理していくか（観点例 養成課

程とキャリアアップ研修等との棲み分け、キャリアラダー） 

〇 研修の受講を促進するためにはどのような方策が必要か（観点例 保育現場を離

れにくい保育士等に研修を受講してもらうための改善方策（代替職員の確保、オ

ンライン・オンデマンドによる e-ラーニング研修等））
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